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市場参加者のニーズも踏まえた電力各社HPの「でんき予報」の情報
拡充（kW情報の精緻化、kWh情報の追加）

②
警
戒
時
・
緊
急
時
対
策

 kWh不足を考慮した燃料確保の目安を示すガイドラインの整備
①
予
防
対
策

今冬の電力需給・卸電力市場動向の検証を踏まえた対応の方向性

 2021年度オークションに向けた容量市場の見直し
 安定供給上必要な電源の退出防止策の検討
 非効率石炭火力フェードアウトの具体的措置
 カーボンニュートラル実現と安定供給の両立に向けた新規投資促進のために、長期予見性を付与する仕組みの導入
 供給力確保に関する各電気事業者の責任・小売の供給能力確保義務の在り方の整理

対応の方向性（案）

③
構
造
的
対
策

短期対策（来冬までに対応） 中長期対策

 kWh（燃料）不足に備えた燃料調達・確保に関する方策の
検討

事業者相互の燃料融通の更なる円滑化

供給力が適切に市場に供出される仕組みの更なる検討
（容量市場のリクワイアメントの整理、限界費用の考え方の整理等）

 引き続き詳細分析は進めるも、これまでの検証も踏まえ、迅速に効果を発揮できるよう来冬までに実行すべき「短
期対策」と、制度改革を含め、検討に着手すべき「中長期対策」に分類して整理。

需給検証にkWh（燃料）の確認を追加し、定期的にkWh情報を
モニタリングする仕組みを導入

需給検証の拡充

燃料確保の体制構築

ヘッジ市場の活性化

警戒対応体制の構築
 kWh不足が懸念される際の電気事業関係者の警戒対応体制構
築の円滑化

 ヘッジ市場の利便性向上（BL市場の開催時期見直し等）  ヘッジ手段の利用拡大に向けた更なる検討

でんき予報による
情報発信の高度化

融通の円滑化

需要側働きかけ

信頼される市場整備

供給力維持・確保

市場参加者のニーズも踏まえた電力各社HPの「でんき予報」の
情報公開の高度化（広域予備率の追加等）

 ディマンド・レスポンス（DR）の更なる普及を促す環境整備
 kWh逼迫下における政府の節電要請等に関するフローの整理

逼迫時におけるディマンド・レスポンス（DR）活用の普及
 kW逼迫下における政府の節電要請等に関するフローの整理

事業者相互の燃料融通スキームの整理（在庫情報管理等）

円滑な電力融通の実施に向けたルールの明確化（各社の送電可能
量・受電必要量や燃料制約解除の考え方等の整理）

kWh不足に対する
セーフティネット

需給調整市場や容量市場を踏まえたインバランス料金制度 kWh不足時における暫定的なインバランス料金の設定
市場参加者が必要な情報へのアクセス確保(発電情報の公開の充実等)

供給力が適切に市場
に供出される仕組み

 売り惜しみ行為がないか等の厳格な監視
供給力が適切に市場に供出される仕組みの検討
（自社需要予測の精緻化、燃料制約の運用の透明化等）

 kWh不足が懸念される際の電力事業関係者の警戒対応体
制構築の更なる円滑化

系統整備  電力系統のマスタープラン策定

 旧一電の内外無差別な卸売の実効性の確保
 適切な情報公開【再掲】(でんき予報の高度化、発電情報の公開の充実等)

 長期から段階的にリスク管理を行う市場(先物、先渡、ベースロード市場等）から、再エネ拡大を見据え、時間前市場や需給調整市場（調整力kWh市
場）等のより実需給に近い市場を重視した市場設計 2

本日議論する項目

第31回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月10日）資料5 一部修正・加工



１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
３．電源の退出防止策について
４．ヘッジ市場の活性化について
５．kWh不足に対するセーフティネットについて
６．電気事業者の収支等の状況について

3
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本日の論点

 今冬の需給逼迫においては、追加的な燃料調達が間に合わない期間でkWh不足のお
それが顕在化し、事業者相互の燃料融通を行うことで対応。こうした点を踏まえ、前回
小委では、①燃料調達のリードタイムと燃料確保を必要とするタイミングが合わない
ケースの発生を予防することや、②kWh逼迫時の事業者相互の燃料融通に関する仕
組みを整理することの必要性を確認し、kWh不足を考慮した燃料確保の方向性を示
すガイドラインの策定について提示。

 本日は、改めて今冬のLNG在庫減少が起きた要因を整理するとともに、来冬に向けた
備えとしての燃料確保・融通に向けたガイドライン整備の方向性について、御議論いた
だきたい。
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（参考）前回小委（3/10）における御意見

• 全国大で見たときにどれだけの燃料をどういう事業者が持つのかという点をしっかり議論すべき。

• 燃料の確保や融通については、民間事業者の各社の経営判断に基づく行動がある中で、どのように
して公益に資するような形でインセンティバイズして、全体として合成の誤謬が生じないように行っていく
かという点は非常に難しい問題。

• 既存制度のままで発電事業者が燃料を確保するのは難しい。個々の発電事業者、発電事業者の
グループ、国といった中で誰が実施するか。在庫は個社と全体どちらで管理するか、どこに保管するか、
どのような状況で確保するか、コスト増を誰が負担するか、ということも含めて議論することが必要。

• ガイドラインが示されると、安定供給の観点で国民の安心感が得られる一方、事業者の経営判断や
環境に大きく左右される中で実効性が持てるのか、コストは誰が負担するのかといった観点から議論
が必要。

• コスト負担の問題があり、企業行動として様々な戦略等もある中では、あまり厳しく縛り過ぎないよう
な形のガイドラインを作るべき。

• 今後石油を使わないということであれば、LNGの適切な在庫の在り方が重要。LNGは気化するため、
在庫を保有しにくいということがあるが、この点を考えていくことが大切。
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（参考）①予防対策：kWh不足を考慮した燃料確保【短期・中長期】

 燃料調達の実態として、各社は自社の経営戦略に基づき、個社別に燃料を調達してお
り、在庫余剰を出さぬよう最適な燃料調達を実施している。

 一方、今冬においては、調達計画時における需要予測と実績の乖離の発生等による自
エリアの燃料消費の増加や他社の燃料(kWh)不足分をカバーする状況が断続的に発
生したことで、個社の在庫量のみではなく、全国大での在庫量も厳しい状況となり、結
果として、追加的な燃料調達が間に合わない期間でkWh不足の恐れが顕在化したと
考えられる。

 このような燃料調達のリードタイムと燃料確保を必要とするタイミングが合わないケースの発
生を予防するため、例えば、将来的なkWh不足の可能性を判断する基準や全国大での
需給逼迫が発生した際の必要燃料量等も考慮した燃料在庫量の目安等、kWh不足
を考慮した燃料確保の方向性を示すガイドラインを策定することとしてはどうか。
※策定に当たっては、事業者毎に燃料の調達環境や設備の使用・運用状況等が異なることに留意する必要。

 また、経済メカニズムの下で、十分な燃料を確保することのリスクテイクの在り方や方策に
ついては、引き続き検討することとしてはどうか。

第31回電力・ガス基本政策小委員会（2021年3月10日）資料5
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（参考）②緊急時対策：事業者相互の燃料融通スキームの整理【短期・中長期】

 kWh逼迫時の事業者相互の燃料融通の仕組みについて、在庫情報管理のスキームや燃料不
足の判断に当たっての基準、事後の事業者間の各種処理等について整理することとしてはどう
か。

 なお、燃料融通のルールを整理するにあたっては、所有権移転の問題のみならず、LNGの売買単
価や仕向け地制限、船主との船舶契約、船の着桟制限など、関係するプレイヤーや調整すべき
項目が多く、検討には時間を要すると考えられる。

第30回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年2月17日）資料3を加工

第31回電力・ガス基本政策小委員会（2021年3月10日）資料5
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燃料調達計画と実績の乖離

 各月、月初時点の各社の調達計画（在庫計画）と在庫実績を比較したところ、11月時点では
計画時と同等量の在庫を維持していたが、12月以降大幅な乖離が生じた。

 12月から1月にかけたLNG在庫の大幅低下は、以下の要因により発生したものと考えられる。
① 消費要因：調達計画時における需要予測と実績の乖離の発生等による自エリアの燃料消
費の増加、他社の燃料(kWh)不足分をカバーする状況の断続的な発生

② 供給要因：産ガス国各地におけるLNG供給設備のトラブル及び、それによる12月以降の
在庫積み増しの後ろ倒し

[トン]

・11月の供給側トラブルによる船舶遅
れの影響の顕在
・11月時点で追加調達に試みても、12
月中の在庫積み増しに間に合わない。
⇒計画と実績の大幅乖離

・需給逼迫の発生・在庫実績は計画を下回る水準であっ
たものの、計画と近い水準を推移。
・産ガス国で供給側トラブルが発生

計画-実績の乖離

※旧一般電気事業者へのヒアリングに基づき、資源エネルギー庁作成。
※在庫計画量は、各社の月初め時点の計画していた向こう1か月の在庫計画量。
※在庫量は、デッド（物理的に汲み上げ不可な残量）を除いた数量。



9

燃料ガイドラインの作成に向けて

 前回の議論において、将来的なkWh不足の可能性を判断する基準や全国大での需給逼迫が
発生した際の必要燃料量等も考慮した燃料在庫量の目安等、kWh不足を考慮した燃料確
保の方向性を示すガイドラインを示す方策を検討いただいた。

 燃料在庫低下の供給・消費それぞれの要因の事態を予防もしくは対応するためのガイドラインを
作成するにあたっては、ガイドラインの位置づけ・用途、項目等について、以下の整理が考えら
れるのではないか。※事業者毎に燃料の調達環境や設備の使用・運用状況等が異なることに留意する
必要。

＜ガイドラインの位置づけ・用途＞

 発電事業者がとる燃料調達行動の参考とするための目安となるもの。

 国や広域機関のとり得る対応や役割を整理されたもの。

＜ガイドライン項目（例）＞

 燃料調達の流れ、一般的なリードタイム・各社ヒアリングを参考とする各社の考える適切な調達
行動等

 入船遅れ等を考慮した一般的な適切な在庫水準を参考にした燃料在庫量の目安

 燃料不足を国や広域機関が察知するためのスキーム

 個社ごとの燃料不足が顕在した際の、各社の行動目安

 全国大の燃料不足が顕在した際の、国や広域機関の対応方針



（参考）LNG供給設備におけるトラブル多発

 2020年の夏以降、豪Gorgon LNGプロジェクトを始め、世界各地の主要LNGプロジェクトにてトラブルが多発。

 LNG 液化プラントは従来故障率が低く、昨年のように例年の数倍もトラブルが多発する確率は非常にまれ。要
因として、米国LNGプロジェクトを中心に初期トラブルが発生した可能性や、メンテナンスの延期（※）が影響し
た可能性が想定される。

※油価下落に起因するコストダウンのため、春先に予定されていた定期修理が、秋口や 2021 年に延期された。これが回転機器の摩耗等を原因とするトラ
ブルを増加させた可能性が考えられる。

2020年のLNG供給設備等における主なトラブル

（出典） JOGMEC 調査に基づき作成

※赤枠は日本企業と長期契約締結

第13回石油・天然ガス小委員会（2021年2月15日）資料3 一部修正
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１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
３．電源の退出防止策について
４．ヘッジ市場の活性化について
５．kWh不足に対するセーフティネットについて
６．電気事業者の収支等の状況について
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本日の論点

 前回小委では、今冬の需給逼迫におけるディマンド・レスポンス（DR）の働きについて、
調整力（電源Ⅰ’）として確保されていたDRの例を挙げつつ、 「調整力としての有効
性及び燃料制約等のない利便性を確認できた」と評価し、kWh逼迫時の対応として
更なる活用を検討していくこととした。

 また、今後の更なるDRの活用・普及に当たっては、小売電気事業者から自らの需要家
に対する、契約に基づく節電要請など、多様な形を追求しつつ、事業環境の整備を
行っていくことの必要性を提示。

 そこで、本日は、①DR活用の形の一つとして、小売事業者によるDRサービスについて
新たに御紹介するとともに、②DR活用・普及に向けた現在の取組状況について御説
説明する。そのうえで、有効なDR活用の形やDR活用に当たっての課題、必要な環境
整備等について、幅広く御意見をいただきたい。

• これまでＤＲに期待されているものとして、４時間とかという単位で需要を抑制するようなキロワット対
策のＤＲというものしか念頭に置かれていなかったが、今冬のようなキロワットアワーが足りないというよ
うな事態では、このようなＤＲではなく、そもそも需要というのを全般として抑えるというもっと違う種類
のＤＲが必要ではないか。

（参考）前回小委（3/10）における御意見
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（参考）緊急時対策：ディマンドレスポンス(DR)の普及

（出典）エナジープール・ジャパン社

 一般送配電事業者により調整力（電源Ⅰ’）として確保されていた一部のDRは、電力量
（kWh）不足の中、連日の需要抑制が要請された中でも、必要な需要抑制量(kWh)を確保。

 このことから、一般送配電事業者による調整力としてのDRの有効性および燃料制約等のない利
便性が確認できたと考えられ、 kWh逼迫時の対応として更に活用していくことが考えられる。詳細
については広域機関において検討していくこととしてはどうか。

 加えて、小売電気事業者から自らの需要家に対する、契約に基づく節電要請など、多様な形でDR
が活用されるようになれば、多様なDRリソースから、従来の節電要請よりも確実性の高いkWhを
捻出し、今回のような事案において更なる役割を果たせるようになると考える。

 そのため、今後、こうした実効性のあるDRの一層の見える化を図りつつ、更なる活用を検討する
こととしてはどうか。

電源Ⅰ´等で活用されたDRリソース（需要等）の動き 赤字：需要抑制量

電源Ⅰ´が発動される可能性が高いことを前日に需要家に事前通告し、連続発動でも効果を維持することに成功

第31回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月10日）資料5 一部修正
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今冬の需給逼迫時における電源I’の発動の実績

出典：全国（沖縄電力を除く）の一般送配電事業者（グラフは1/5～1/15のみを記載）

 一般送配電事業者により調整力（電源Ⅰ’）として確保されていた一部のDRは、予備
率が3%を切るなど、kW不足に対応する局面での発動が制度上想定されている。

 しかしながら、今回の全国的な需給逼迫時においては、DRの担い手であるアグリゲー
ターに対して連日の需要抑制が要請され、電力量（kWh）の供出を求められたが、
結果として約13GWhの需要抑制量を確保（2021年1月の累計、概算※）。

2021年1月の電源I‘における需要抑制の全国の発動実績
単位：MW

1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15

※電源Ⅰ’のDR応動実績（kW）から概算でkWh値を計算したもの
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小売電気事業者によるディマンドリスポンス（DR）を促すサービスの取組実績

出典：エネット

 一般送配電事業者が調達するDR以外にも、小売電気事業者が顧客需要家に対して、需要抑
制の協力を促し、その協力に対する対価を支払うDRサービスを行う場合がある。

 例えば、新電力大手エネットは、需要家に対してDRメニューを提供※1。需要抑制を需要家に要
請し、その抑制の対価を需要家に対して支払っている（ペナルティ無し）。

 本年1月は連日、協力を要請し、最も効果のあった1月18日から22日までにおいては、最大10
時間、約2,200件の需要家の需要が抑制※2（以下のグラフにおけるオレンジ部分）された。

 同社の販売電力量に対する需要抑制量は約0.3%（2020年1月の同社の販売電力量：約
10億kWhに対して、2021年1月の需要抑制量は約300万kWh）であり、仮に、全国で同水
準の需要抑制が達成できた場合には、約2.4億kWhの効果※3と試算される（2020年1月の
全国の電力需要量：約800億kWhの約0.3％）。

1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日

DRサービスに協力した
需要電力（kW）

※1：本取組は、国からの節電要請で
ない中での、エネット独自の業務
用需要家を中心にした節電の
取組である。

※２：全ての需要家が連日需要抑制
に対応できた訳ではないことに留
意が必要。

※３：約2.4億kWhは家庭需要も含
めた場合の試算であり、全国的
にこの効果が発揮されるとは一
概に言えない可能性があること
に留意が必要。

2021年1月18日～22日における需要抑制の実績



DR活用に向けた取組例：容量市場における発動指令電源枠の拡充
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第47回制度検討作業部会
（2021年3月1日）資料3



DR活用に向けた取組例：供給計画におけるDRの評価

 逆潮流アグリゲーションの調整力（電源Ⅰ’）としての利用拡大に向けてkW価値の評価方法が課
題の一つになっていたが、DR含め電源Ⅰ’に参加するリソースと供給計画に計上されるリソースとに
ついて、ダブルカウントの有無を確認する運用が整理され、2021年度分の供給計画から開始した
ところ。

17

第53回調整力及び需給バランス評価等に関する検討会
（2020年9月3日）資料２
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DRの担い手となるアグリゲーターのライセンス制度の構築と活躍機会の拡大
第9回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021年3月17日）資料1-1より編集
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（参考）アグリゲーターの制御技術の確立に向けた実証等

 電源I’に加えて、容量市場や需給調整市場等へのアグリゲーターの参入を目指して、
実証等を通じて、需要抑制に活用できる分散型リソースの導入拡大や制御技術の確
立に向けた支援を実施する。



 今般の厳冬による供給力不足の中、2021年1月、エネットは、電力需給改善のため、顧客に対し
デマンドレスポンスサービスの活用を周知。

 今後、省エネ法関連制度である「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」において、こうした取
組を推奨するとともに、エネルギー小売事業者の省エネ情報提供に関する評価スキーム（ランキング
制度）において評価することで、更なる取組を後押ししていく。

■デマンドレスポンスサービスEnneSmart®

活用による電気料金の割引

【出典】エネットホームページ

●節電リクエストに応じてタイムリーに節電すると、
節電量に応じて電気料金を割引するデマンド
レスポンスサービス。

●節電量を日本卸電力取引所スポット市場の価
格高騰時における電力調達の回避やインバラン
ス回避に活用することで、電気料金の追加割引
として還元。

●省エネガイドラインで取組を推奨、
ベストプラクティスとして紹介

●エネルギー小売事業者の省エネ情報提供に
関する評価スキームにおいて加点

DR活用に向けた取組例：小売電気事業者によるDRを促すサービスの評価

20



１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
３．電源の退出防止策について
４．ヘッジ市場の活性化について
５．kWh不足に対するセーフティネットについて
６．電気事業者の収支等の状況について
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本日の論点

 前回の本小委において、電源退出今後の検討の方向性を提示したところ、届出制の発
電事業に対する規制の在り方について御意見を頂戴したところ。

 他方、安定供給上、必要な火力等の供給力が足下から退出することへの懸念もあるこ
とからどのような対応がとり得るか、本日も引き続き御議論いただきたい。

• 事業者が経済合理的に電源退出を決めたものについて退出防止策をとることは、一方的な押しつけ
にならないか危惧している。

• 退出防止が具体的に何を念頭においているのか分からない。登録も廃止も届出だと思う。何らか防
止する規制をかけるというのはわからない。入り口が届け出で、出口で規制をかけるのはアンバランス。

（参考）前回小委（3/10）における御意見
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構造的対策：電源の退出防止策について①

 電力システム改革前は、発電から販売までの「垂直一貫体制」と投資回収を保証する「総括原価方式」により、
安定供給が確保されてきた。

 小売全面自由化や再エネの導入拡大による卸電力取引市場の取引拡大・価格の低下など、電源の投資予
見性が低下する事態となり、発電事業者の投資回収の予見性を高め、中長期的な供給力不足等に対処す
ることを目的に容量市場を創設。

 しかし、足下における電源の休廃止は年々増加しており、容量市場の実需給年度である2024年度までの間
も安定供給を確保することが難しくなっている。

第47回制度検討作業部会
（2021年3月1日）
資料3一部抜粋
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構造的対策：電源の退出防止策について②

 安定供給の確保のため、小売電気事業者が自社需要に見合った供給力の確保義務を負い、一般送配電事
業者が電圧・周波数維持義務によりエリア内における需給調整を行い、発電事業者が（一般送配電事業者と
の間で供給契約を結んでいる場合に）その調整力の原資となる電力の発電義務を負っている。

 こうした中、発電事業者が小売電気事業者より既存の相対契約を解除されるなどにより、卸電力取引市場等
では発電所の維持コストの回収が見込めないと判断し、発電所の休廃止を進めるケースが顕在化してきている。

 毎年度末の供給計画取りまとめや高需要期前の需給検証の中で需給バランスは確認しているが、固定費等の
回収が困難なことなどもあり、その直後に複数の発電所の休廃止等の決定がなされ、供給計画変更届が提出
されると急な供給力不足も起こりうる。

 発電・小売・送配電事業者のそれぞれが適切に役割を果たし、安定供給を確保する上で、どのような課題や対
応策（現行ルール上の問題点や新たに導入することが望ましいルール等）が考えられるか、御意見を頂きたい。

小売
電気事業者A

発電事業者

相対契約

発電所の維持

小売
電気事業者A

発電事業者相対契約
固定費等の回収が
見込めない場合
発電所の休廃止

小売
電気事業者B

需要離脱

市場調達
JEPX等

エリア全体の
供給力減少

参考：電気事業法
（供給能力の確保）

第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
（電圧及び周波数）

第二十六条 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
（発電等義務）

第二十七条の二十八 発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業の用に供するための電気
を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
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（参考）構造的対策：電源の退出防止策について

 電気事業者においては電気事業法第29条に基づき、毎年供給計画を提出することとなっている。発電事業
者においては、供給計画の中で発電所の開発・休廃止計画を記載することとなっている。

 今回、需給状況が厳しい時には、石油火力も設備利用率を上げて対応し、一定の役割を果たしていたが、
2014年度からの5年間で約1,000万kWの石油火力が廃止となる等、近年、石油火力の廃止が進んでいる
ことは事実。

 このように、経済合理的な事業者判断の一環として、今後、電源の退出が想定される中で、安定供給の観
点から必要な火力等が退出する場合も考え得る※が、こうした電源が経済合理的に維持されるためには、
規制・誘導の両面からどのような措置が考えられるか。

※2020年度供給計画において、系統安定上稼働が必要な発電所の休廃止が判明し、潮流調整電源を調達することと
なった。

第52回 調整力及び需給バランス評価等に関する
委員会（2020年8月7日） 資料4-2 一部修正

第31回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月10日）資料5
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（参考）構造的対策：供給力の確保に関する各電気事業者の責任等の整理

 現状、各電気事業者に求められる義務は以下のとおり。

 電力システム改革の下で自由化が進む中、電力システム改革の目的（①安定供給の確保、②
電気料金の最大限抑制、③需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大）と照らし、改めて
各電気事業者にかかる責任等について考えることとしてはどうか。

（資料）2014年月資源エネルギー庁説明資料を加工
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000094529.pdf

◆一般送配電事業者
①需給バランス維持を義務付け（電圧・周波数維持義務）
② 送配電網の建設・保守を義務付け
③小売電気事業者等への託送供給を義務付け

④最終保障サービス（需要家が誰からも電気の供給を受けられなくなることの
ないよう、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施）を義務付け

⑤離島のユニバーサルサービス（離島の需要家に対しても、他の地域と遜色な
い料金水準で電気を供給（需要家全体の負担により費用を平準化））を義務
付け

◆発電事業者
①経済産業大臣の供給命令に従う義務

②一般送配電事業者との間で、電気の供給契約を結んでいる場合の供給義務
（需要家保護のため、私契約上の義務に委ねず、公法上の義務として位置付
け）

◆小売電気事業者
需要に応ずるために必要な供給力を確保することを義務付け（空売り規制）

※参入段階・計画段階・需給の運用段階、それぞれにおいて、国や広域的運
営推進機関が確認を行い、実効性を担保。

その他、供給計画の提出義務、広域的運営推進機関への加入義務等、全ての
電気事業者にかかる義務もある。

第31回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月10日）資料5



１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
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本日の論点

 ヘッジ市場の活性化に向けては、制度設計専門会合等において、先物市場・先渡市
場・BL市場等のヘッジ手段の利用拡大に向け、政策的に取り組むべき事項の検討が行
われているところ。

 本日は、株式会社enechainから、先物市場の立会外取引や、相対契約の現物先
渡取引の仲介等のサービスの概要や、ヘッジ取引活性化に向けた課題について御説明
いただいた。

 上記の内容も踏まえ、個別のヘッジ市場に係る検討事項に限らず、電気事業者による
リスク管理を進めていく観点から考えられる課題について、幅広く御議論いただきたい。



（参考）制度設計専門会合における検討状況

本日ご議論いただきたいこと
第58回 制度設計専門会合 （2021年3月24日）資料４－１より抜粋

 本日は、先物市場について、東京商品取引所（TOCOM）及び European 
Energy Exchange（EEX）より、以下の点についてご説明をいただく。

 先物市場の概要

 先物市場における今冬の取引について

 取引拡大に向けた課題 等

 その上で、先物市場・先渡市場・BL市場などのヘッジ手段について、その利用拡大が
進むよう、政策的にどのような取り組みを行うべきかについてご議論をいただきたい。

 なお、今般の価格高騰を踏まえ、相対取引や先物・先渡市場取引等のヘッジ取引の
状況及び取引ニーズ等について、JEPX・TOCOM・EEXとも連係して、基本的に全
会員を対象とした事業者への実態調査を実施することとしてはどうか。

 先渡市場について、上記の取引ニーズを踏まえて、商品設計等（※）を検討することと
してはどうか。

※例えば、夏・冬の需要期に合わせた３ヶ月商品等におけるシングルプライスオークションの導入
等について、検討の余地があるか。

29



電力市場における段階的なリスク管理の考え方①

 市場価格の高騰は小売電気事業者にとって、下落は発電事業者にとって、リスクとなる。

 需要家に対し、安定的な電力サービスを継続する観点から、電気事業者の経営の安
定は極めて重要であり、電気事業者が、それぞれの経営体力を上回るリスクを抱えながら
経営を行うことは望ましいとは言えない。

 例えば、諸外国では、電気の商品の特徴も踏まえ、時系列とともに、市場調達の必要量
をヘッジコリドーの中で段階的にヘッジしていくというリスク管理が行われている例がある。

 こうした事例も踏まえつつ、電気事業者は、それぞれリスクを可視化し、管理していくこと
が求められるのではないか。

数年前

予
想
販
売
電
力
量

小売事業者のリスク管理イメージ

自社電源・長期相対取引

GC
時点
の
販売
計画
電力
量

ゲート・クローズ
（1時間前）

ベースロード市場、先渡・先物取引等
（年間物商品）

トレーダー経由の先渡等
（3ヶ月物商品）

1ヶ月物、
週間商品ヘッジコリドー

実需給に向け、段階的に、ヘッジを行い、
体力の範囲内に収まるようリスクを管理

数年前

予
想
発
電
電
力
量

発電事業者のリスク管理イメージ

自社小売・長期相対取引

GC
時点
の
発電
計画
電力
量

ゲート・クローズ
（1時間前）

ベースロード市場、先渡・先物取引等
（年間物商品）

トレーダー経由の先渡等
（3ヶ月物商品）

1ヶ月物、
週間商品ヘッジコリドー

実需給に向け、段階的に、ヘッジを行い、
体力の範囲内に収まるようリスクを管理
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（参考）小売電気事業者の供給力調達状況
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小売電気事業者（新電力のみ）の調達先未定供給力※1

必要供給力※2 調達先未定供給力 調達先未定分の割合

[万kW]

※1 調達先未定：相対契約を締結していないもの（卸電力取引市場からの調達、相対契約期間満了分）（卸電力取引市場からの調達のうち、先渡市場やベースロード市場からの調達は含まない）
※2 必要供給力：小売電気事業者に義務付けられている需要×101%（予備率1%）の供給力
※3 「必要供給力」を「確保済供給力」が上回る場合は、調達先未定は０とする。

データ諸元：2020年度供給計画とりまとめ（各年度8月値）を加工

 2020年度供給計画に基づく小売電気事業者の供給力調達状況は下記のとおり。
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小売電気事業者（旧一電のみ）の調達先未定供給力

※1、３[万kW]



（参考）電力市場における段階的なリスク管理の事例（研究事例）

（出典）「欧州における電力・燃料
トレーディングと市場リスク管
理の実践事例」（2015年
10月, 電力中央研究所）

• 例えば、販売会社の2017年の小口顧客向け予想販売量が10TWhであったとき、トレーディング会社のトレーダーは受渡しまでの間
に、その予想量を小分けにし、時間を掛けて先物を購入することで、段階的にヘッジをしていく。

• ただし、段階的といっても市場流動性制約とリスク許容制約にはさまれた領域（ヘッジコリドー）内で、自信の相場観を組み合わせて、
平均的でありつつも、より安い価格での受け渡しができるタイミングでヘッジ・ポジションを積み上げることが求められる。

• 発電会社の場合は基本的に売りヘッジ（電力先物の売り）であったのに対し、販売会社の場合は買いヘッジ（電力先物の買い）
であるという違いはあるものの、ヘッジコリドー内で段階的にヘッジをしていくのは、発電会社のアウトライト電源のフォワード・ヘッジと同じ
考え方である。

• また、販売会社の営業活動により、ヘッジ戦略で想定している予想販売量そのものが変化するため、ヘッジ戦略の具体的内容は毎
週見直されている。
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電力市場における段階的なリスク管理の考え方②

 こうした議論を行う際、電気事業者からは、①取引機会が不十分、②ヘッジ会計の課
題がある、③証拠金や預託金が高い、等の声が寄せられる。

 これらの課題については、以下のように考えられるがどうか。

 また、こうした電気事業者によるリスク管理を進めていく観点から、先物・先渡市場の活
性化に向け、更に制度的な課題として、どのようなものが考えられるか。

①先物・先渡市場の
取引機会が不十分

②先物市場に参加す
るに当たり、ヘッジ会
計の課題がある

③先物市場の証拠金
やベースロード市場の
預託金が高い

• 2019年9月にTOCOMで、2020年5月にEEXで、先物に係る取引
やクリアリングサービスが開始。

• ベースロード市場では、多くの売れ残りが発生していることに加え、
2021年度以降、オークション時期の見直しを検討。

• 取引所取引のみならず、トレーダー等による相対取引の機会も存在。

• 上述のベースロード市場や先渡市場の活用に加え、トレーダー経由の
取引でも、先物商品だけでなく先渡商品を提供。

• トレーダー経由の取引を行う場合、証拠金は不要。
• ベースロード市場について、2021年度オークションから預託金の引下
げを検討。

事業者の意見 リスク管理手法の現状と今後の対応方針
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（参考）ベースロード市場の取引状況 第47回制度検討作業部会（2021年3月1日）参考資料より一部抜粋



１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
３．電源の退出防止策について
４．ヘッジ市場の活性化について
５．kWh不足に対するセーフティネットについて
６．電気事業者の収支等の状況について
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本日の論点

 前回小委では、今回直面した課題への対応策について、具体的な方向性を提示。

 本日は、kWh不足に対するセーフティネットの仕組みに係る2021年度中の暫定措置の
うち、次回以降引き続き議論することとなっていた下記の内容について、御議論いただき
たい。

②緊急時対策：kWh不足に対するセーフティネットの仕組み
 暫定的なインバランス料金の適用条件
 暫定的なインバランス料金の上限価格
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（参考）前回小委（3/10）における御意見

＜kWh不足に対するセーフティネットについて＞

（適用条件について）

• 適用条件における「売り札切れ」というケースに賛成。売り札の定義は適切に整理されている。

• 資料に記載のとおり、売り札切れを要件にする必要があるのか。

• kW不足でないが、kWh不足である場合を暫定措置の対象にするという案だが、これ以外の場合も対象に含める
必要はないのか。

• 予備率３％以下の場合を除外すべきか。長期的には除外することで問題ないと思うが、暫定措置としては範囲を
広げてもいいのでは。

（上限価格について）

• DR確保のインセンティブを妨げない観点から、kWh価格とkW＋kWh価格との中間で考えていくことに賛成。

• 今後具体的なデータを見て議論が必要だが、DRを阻害しない範囲でという前提で事務局案に賛成。

• インバランス料金上限の具体的な数値として、200円/kWhは意味がない。一方で45円/kWh付近も不安。今
冬でも自家発等で60円/kWh程度の価格はあったはずであり、こうした電源が出てこなくなるような価格は問題。

• インバランス料金の上限値は45円/kWhが合理的だと考えている。暫定措置は速やかに判断いただきたい。

＜インバランス料金確報値の公表について＞

• インバランス料金単価の速報値と確報値の差が大きい。α算定が間接オークションやグロス・ビディングの価格に引っ
張られている可能性もある。速報値・確報値の乖離やインバランス料金の妥当性について早急に検討してほしい。

• インバランス確報値と速報値の乖離は、決算において不確定要素が残ってしまうおそれがある。今後、こうした議論
において、電気事業者、需要家だけでなく投資家からの視点も考慮してほしい。
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（参考）2021年度中の暫定措置の必要性 第31回 電力・ガス基本政策小委
（2021年3月10日）資料5より抜粋



（参考）前回小委で提示した暫定的なインバランス料金に係る基本的な考え方
第31回 電力・ガス基本政策小委 （2021年3月10日）資料5より抜粋
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kWh不足に対するセーフティネットの仕組みに係る前回小委での御議論

 前回小委において、 暫定的なインバランス料金の適用条件として、 「予備率（kWベース）が
3％より大きいにも関わらず、1日当たり一定のコマ数以上（例えば20コマ以上）で売り札切れ
※となった日」という案を提示させていただいた。

※全国での売り入札量から約定総量を控除した売れ残り量が約定総量の一定割合以下（例えば1％以下）である場合

 これに対し、委員・オブザーバーからは、こうした要件が合理的であるとの御意見を頂いた一方で、
「売り札切れ」でない場合は、市場における供給力に余裕があるため、価格高騰の蓋然性が低い
ことから、「売り札切れ」の条件設定は不要ではないか、との御指摘を頂いたところ。

 この点、御指摘のとおり、

– 電気の価値は、「売り札切れ」の場合に相対的に高く、売り札が十分にある場合に相対的に低いと考えら
れるにもかかわらず、

– 「売り札切れ」の場合に相対的に低いインバランス料金を、売り札が十分にある場合に200円/kWh等、
相対的に高いインバランス料金を設定することは、市場への誤ったシグナルとなるおそれがある。

 また、新電力等からは、今冬の市場価格高騰に対し、「でんき予報」で示されている予備率が高い
にもかかわらず市場価格が高騰したことについて疑問が示されているところ。

 このため、これらの御意見も踏まえ、今回、改めて事務局案を提示の上、御審議いただきたい。



（参考）②－２緊急時対策：適用条件①kWhが不足すると認められる場合

第31回 電力・ガス基本政策小委 （2021年3月10日）資料5より抜粋

 今冬においては、12月下旬～1月下旬の間の多くのコマにおいて、全国での売り入札量から約
定総量を控除した売れ残り量がゼロとなっていた。

 このような市場環境においては、先々のコマのために確保しておいた燃料の先使い等により、ス
ポット市場投入可能量に影響が生じる可能性が想定される。

 このため、暫定的なインバランス料金の適用条件におけるkWh不足の考え方については、コマ毎に
評価するのではなく、１日毎に評価することとしてはどうか。

 上記を踏まえ、暫定的なインバランス料金の適用条件におけるkWh不足の考え方については、今
冬や今冬以前の売り入札に係る実績（→P55及びP56参照）も踏まえ、「1日当たり一定のコ
マ数以上（例えば20コマ以上）で売り札切れ※となった日」を対象とすることが考えられるのでは
ないか。

※全国での売り入札量から約定総量を控除した売れ残り量により計算する。なお、一部の特異
な入札の影響により、事実上の売り札切れであるにもかかわらず、売れ残り量自体はゼロとなら
ない可能性もあるところ、今般の暫定的なインバランス料金の趣旨を踏まえると、こうした一部の
入札の影響により適用条件が左右されるべきではないと考えられることから、本暫定措置の適
用条件における「売り札切れ」の考え方については、「売れ残り量が約定総量の一定割合以
下（例えば1％以下）である場合」を対象とすることとしてはどうか。

 他方で、市場に売り札が残っている状況では、上記の「売り札切れ」の場合よりも価格高騰の蓋
然性が低いと考えられるところ、こうした条件設定の必要性について、どう考えるか。
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（参考）予備率とスポット市場価格との関係に係る議論の状況①
第57回 制度設計専門会合 （2021年3月2日）資料5－1より抜粋
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（参考）予備率とスポット市場価格との関係に係る議論の状況②
第57回 制度設計専門会合 （2021年3月2日）資料5－1より抜粋



【論点①】暫定的なインバランス料金上限値の適用条件
 これまでの議論のとおり、現行の各社の「でんき予報」は、ピーク時のkWに注目して情報発信がなされており、

kWhベースの情報が必ずしも反映されていない。このため、「でんき予報」で示されている予備率が高いにもか
かわらず、市場価格が高騰したことについて、疑問が示されることとなった。

 「でんき予報」上の予備率に余裕があるにもかかわらず、市場価格が高騰する事象は、①市場参加者にとっ
て予見することが難しく、②かつ、kWh不足によるものである蓋然性が高いと考えられる。

 このため、市場参加者が一定程度予見可能な形で、kWh不足時のセーフティネットを構築する観点からは、
暫定的なインバランス料金の適用条件を、「「でんき予報」上の予備率に一定程度余裕があること」とする
ことが考えられるがどうか（逆に、そうでない場合は上限価格200円/kWhを適用。）。

 具体的には、①全事業者が可能な限り早く入手できる情報であることが望ましいこと、②現行の「でんき予
報」がエリア単位であること、③他方で、１エリアのみの評価では、電源トラブル等の異常値の影響を受け得
ること、④2022年度のインバランス料金制度における補正料金算定インデックスでは、広域予備率3%とな
る場合に200円/kWhという価格が設定されていること等を踏まえ、前日夕方時点の「でんき予報」の予備
率（使用率ピーク時）※に基づき、以下のインバランス料金上限価格を適用することとしてはどうか。

（１）複数エリアで予備率が3％以下となる場合：200円/kWh

（２）それ以外の場合：論点②の暫定的な料金

– なお、この数値はあくまで上限値であり、実際にはこの価格以下となる。

– これを今冬の実績に当てはめると、1/8、9、12、13、19の5日間で上限値が200円/kWh、それ以外の日では別途定
める上限値となり（次頁参照）、前回小委で提示した事務局案（「売り札切れ」要件に当てはまらない1/17及び予備率
3％以下の場合に上限値200円/kWh）に比べ、より適切に需給状況を反映した条件設定になると考えられるが、どうか。

– また、市場参加者においても、「でんき予報」が基準となることで、市場価格の予見性が高まると考えられる。市場参加者にお
いては、前日夕方の「でんき予報」に基づき、時間前市場を通じた調整やDRの活用等を実施することにより、系統全体の需
給改善に貢献することが期待される。

※別途「でんき予報」の情報拡充が予定されているところ、本暫定的なインバランス料金上限値の中で活用され得る情報拡充があれば、今後、本暫定措置での活用を検討する。44
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（参考）「でんき予報」における各日使用率ピーク時の予想予備率（前日夕方時点）

（出典）電力各社HP「でんき予報」

日付 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

2021/1/1 11% 8% 14% 22% 7% 18% 12% 14% 18% 59%

2021/1/2 19% 11% 11% 20% 8% 18% 12% 32% 14% 54%

2021/1/3 19% 7% 4% 20% 17% 22% 10% 25% 16% 66%

2021/1/4 25% 6% 11% 20% 14% 13% 8% 12% 12% 54%

2021/1/5 24% 11% 9% 20% 7% 11% 10% 19% 10% 55%

2021/1/6 22% 3% 5% 15% 8% 4% 7% 7% 7% 50%

2021/1/7 17% 9% 6% 11% 7% 6% 3% 4% 6% 45%

2021/1/8 17% 7% 6% 8% 4% 3% 2% 3% 2% 37%

2021/1/9 11% 8% 10% 11% 2% 3% 2% 8% 4% 36%

2021/1/10 20% 12% 16% 22% 5% 4% 3% 9% 4% 39%

2021/1/11 23% 11% 7% 17% 4% 10% 3% 13% 4% 51%

2021/1/12 20% 4% 5% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 46%

2021/1/13 22% 9% 10% 11% 5% 3% 5% 3% 4% 48%

2021/1/14 26% 12% 13% 15% 4% 9% 3% 4% 9% 49%

2021/1/15 25% 12% 11% 16% 5% 11% 5% 3% 8% 51%

2021/1/16 24% 11% 18% 18% 9% 13% 8% 4% 15% 39%

2021/1/17 21% 14% 13% 18% 5% 11% 12% 7% 10% 37%

2021/1/18 23% 7% 8% 10% 3% 8% 7% 4% 4% 37%

2021/1/19 18% 8% 9% 8% 3% 3% 6% 5% 4% 48%

2021/1/20 20% 7% 10% 12% 6% 6% 7% 5% 5% 38%

2021/1/21 19% 12% 11% 18% 5% 11% 9% 7% 11% 43%

2021/1/22 19% 11% 11% 16% 8% 8% 11% 7% 13% 40%

2021/1/23 29% 10% 11% 15% 7% 9% 9% 8% 13% 40%

2021/1/24 29% 12% 7% 23% 9% 16% 9% 10% 10% 44%

2021/1/25 28% 14% 18% 19% 9% 15% 9% 7% 8% 50%

2021/1/26 29% 15% 14% 17% 13% 14% 9% 9% 10% 36%

2021/1/27 31% 23% 16% 15% 11% 16% 9% 10% 10% 36%

2021/1/28 30% 17% 13% 14% 10% 15% 11% 11% 13% 47%

2021/1/29 30% 11% 15% 11% 9% 12% 10% 8% 8% 45%

2021/1/30 25% 16% 17% 13% 9% 16% 9% 17% 9% 38%

2021/1/31 31% 17% 24% 20% 5% 17% 12% 25% 16% 45%
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（参考）今冬において売り札切れとなったコマ数等の状況

年月日
（参考）
売れ残り量
0のコマ数

売れ残り量
1％以下
コマ数

システムプライス
日平均

システムプライス
日最高価格

12/16 8 23 20.35 45.26

12/17 0 13 24.30 59.99

12/18 6 17 24.66 60.5

12/21 0 1 14.72 40

12/23 0 2 11.53 30

12/24 0 4 17.27 35.1

12/25 3 8 14.65 30.1

12/26 13 29 35.83 75.1

12/27 13 36 25.84 75.1

12/28 4 41 30.82 80

12/29 0 34 20.17 50

12/30 14 38 29.38 69.99

12/31 23 39 28.69 50

1/1 22 35 30.15 66.84

1/2 20 41 32.83 60

1/3 0 37 37.66 65

1/4 9 47 48.52 80

1/5 35 48 62.41 85

年月日
（参考）
売れ残り量
0のコマ数

売れ残り量
1％以下
コマ数

システムプライス
日平均

システムプライス
日最高価格

1/6 47 48 79.38 100

1/7 36 48 89.82 103.01

1/8 19 48 99.90 120.02

1/9 41 44 91.69 121

1/10 28 38 90.46 150

1/11 37 48 117.39 170.2

1/12 7 45 150.25 210.01

1/13 19 46 154.57 222.3

1/14 6 46 127.51 232.2

1/15 3 48 127.40 251

1/16 0 32 48.51 100.01

1/17 0 17 34.97 101.01

1/18 0 42 77.20 200

1/19 2 48 97.62 200

1/20 5 45 97.62 200

1/21 15 40 77.90 200

1/22 1 28 62.71 190

1/23 2 11 29.14 60

第31回 電力・ガス基本政策小委
（2021年3月10日）資料5より抜粋
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（参考）需給状況に関する情報の公表について

系統情報の公表の考え方（平成31年4月、資源エネルギー庁電力・ガス事業部）（抜粋）

③ 需給状況に関する情報
東日本大震災後の需給のひっ迫状況を踏まえ、リアルタイムで需給状況を把握することへの要望は大きく
高まることとなり、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成２４年４月３日閣議決
定）においても、事業者・需要家の意見を踏まえつつ、系統全体の需給状況についてリアルタイムに近い
形で情報提供が進むよう検討することとされている。これを踏まえ、一般送配電事業者各社においていわ
ゆる「でんき予報」の中で、エリア需給に関する以下の情報についてウェブサイト上に掲載されている。加
えて、電力広域的運営推進機関においても需給情報の公表を行っていくことが重要である。

＜でんき予報で公表している情報＞
a）翌日予報
○ピーク時供給力
○予想最大需要
○ピーク時予備率・使用率 等

b）当日予報・実績
○ピーク時供給力
○予想最大需要
○ピーク時予備率・使用率
○リアルタイム需要実績（５分間値、１時間値） 等



【論点②】暫定的なインバランス料金の上限値

 前回小委において、暫定的なインバランス料金の上限値については、45円/kWh～200円/kWhの
間で検討する案を提示させていただいた。これに対し、委員・オブザーバーからは、

– セーフティネットの趣旨を踏まえると、200円/kWhに近い価格は不適当との御意見の一方で、
– DR確保のインセンティブを妨げないという観点が重要との御指摘を多数頂いたところ。

 特にDRについて、今冬のように、燃料の制約によりkWhが不足する場合には、供給力が不足するまさ
にその瞬間のコマの需要抑制でなくとも、その前後の時間帯も含め、ライフスタイルや生産活動に応じた需
要抑制でも十分に効果が期待できる点で、kW不足時のDRとは性格が異なると考えられる。

 こうした観点からは、例えば、前回小委で提示したように、今冬、関西エリアで合計76時間電源I’が発
動したところ（全エリアで最長）、電源I‘のkW価格＋ kWh価格（各エリア最高価格の全国平均）に
ついて、76時間の発動を想定してkWh単価に割り戻すと、81.8円/kWhとなる。

 このため、上記価格を参照し、暫定的なインバランス料金の上限値は80円/kWhとすることとしてはど
うか。

 このようなセーフティネット措置を講ずることにより、200円/kWhを超えるような市場価格の形成や、500
円/kWhを超えるようなインバランス料金（確報値）の発生を防ぎ、市場参加者の事業予見性確保に
つながると考えられるのではないか。

– なお、論点①で御提案した条件に基づき、仮に今冬のインバランス料金実績にこれらの上限値を適用した場合※、1月のイ
ンバランス料金の平均値は、55.3円/kWhとなる。

※インバランス料金実績値（スポット・時間前市場加重平均価格にα値を乗じた価格。以下同じ。）が200円/kWhを超えるコマについて、一律200円/kWhとして計算した上で、
論点①の適用条件に基づき上限値が80円/kWhとなるコマであって、インバランス料金実績値が80円/kWhを超えるコマについて、一律80円/kWhとして計算したもの。
実際には、市場参加者は、こうしたセーフティネットも踏まえた市場行動を行うと考えられるため、このとおりの額となるわけではない。
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（参考）2022年度以降のインバランス料金における上限価格（600円/kWh）の設定

第44回制度設計専門会合（2019年12月17日）資料3－1より抜粋
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（参考）今回の価格高騰期間における電源Ⅰ’の発動状況

日にち 北海道 東北 東京 中部※1 北陸 関西 中国 四国 九州

1月4日（月） － － － － － － － － －

1月5日（火） － 9:30-19:30 17:00-20:00 － －
9:30-11:30

17:00-20:00
－ － －

1月6日（水） 16:30-22:00 9:00-20:00 17:00-20:00 － － 16:00-19:00 － 17:00-20:00 －

1月7日（木） 9:00-24:00 15:30-20:00 17:00-20:00 － 15:00-21:00 9:00-20:00 9:00-19:00 17:00-20:00 －

1月8日（金）
0:00-11:00,
17:30-24:00

9:00-20:00 17:00-20:00 － 9:00-19:00 9:00-20:00 9:00-19:00 17:00-20:00 15:30-20:00

1月9日,10日 － － － － － － － － －

1月11日（月） 2:00-8:00 － － － － － － － －

1月12日（火） 17:00-23:30 9:00-20:00 17:00-20:00 － － 9:00-20:00 9:00-19:00 － －

1月13日（水） － － 17:00-20:00 － － 9:00-20:00 9:00-19:00 － 16:00-20:00

1月14日（木） － － 17:00-20:00 － －
9:00-12:00,
17:00-20:00

9:00-19:00 － －

1月15日（金） － － 17:00-20:00 － － 9:00-12:00 9:00-19:00 － －

1月16日,17日 － － － － － － － － －

1月18日（月） － － － － － 9:00-12:00 9:00-19:00 － －

1月19日～22日 － － － － － 16:00-19:00※2 － － －

※1 中部エリアは、冬期は電源Ⅰ’を確保していない。 ※2 1/20は17時から20時、1/22は9時から12時まで稼働。

第55回制度設計専門会合（2021年2月5日）資料4より一部抜粋



１．燃料確保・融通に向けた整理について
２．DRの活用・普及について（需要側対策）
３．電源の退出防止策について
４．ヘッジ市場の活性化について
５．kWh不足に対するセーフティネットについて
６．電気事業者の収支等の状況について

51



52

本日御報告する内容

 今冬の需給逼迫や市場価格高騰を受け、電気事業者の収支等も通常時とは異なる
状況となっている可能性が考えられる。

 本日は、こうした電気事業者の収支等について、事務局で入手できる情報に基づきまと
めた内容を御報告させていただく。



今年1月
約4,960億円
約63.6円

/kWh
×

78億kWh

2021年1月 JEPXを介する取引の資金の流れ

53

大手電力9社、
電発、JERA

大手電力9社、
電発

小売事業者発電事業者

一般送配電
事業者9社

※グロスビディング自己約定は集計対象から除く。
間接オークション取引は、固定単価による相対取
引と実態が変わらないため集計対象から除く。

昨年11月
約130億円
約5.7円
/kWh
×

23億kWh

今年1月
約2,090億円
約61.5円

/kWh
×

34億kWh

Ｊ
Ｅ
Ｐ
Ｘ
（※

）

昨年11月
約240億円
約6.2円
/kWh
×

39億kWh

今年1月
約1,900億円
約59.4円

/kWh
×

32億kWh

：資金が流れる方向性を示す。

今年1月
約790億円
約56.4円

/kWh
×

14億kWh

昨年11月
約80億円
約5.3円
/kWh
×

15億kWh

約300億 約500億

上記以外の
事業者

（売約定）

上記以外の
事業者

（買約定）

送配電事業者

 JEPXを取り巻く資金の流れを、昨年11月と今年1月との比較形式で示すと以下のとおり。

FIT買取りに伴う収支
余剰分は国民に還元
（賦課金を軽減）

今年1月
約5,590億円
約62.1円

/kWh
×

90億kWh

昨年11月

約5.9円
/kWh
×

51億kWh

昨年11月

約6.0円
/kWh
×

83億kWh

昨年11月
約1,430億円
約5.3円
/kWh
×

268億kWh

今年1月
約2,290億円
約6.8円
/kWh
×

335億kWh

LNGの高騰

FIT送配買取分の販売

（注）大手電力9社は北海道電力、東北電力、東京電力HD・EP・RP、中部電力・MZ、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力。また、電源開発にはJ-Power S&Tを含む。

(出所）JEPX及び大手電気事業者から提供されたデータを元に作成。
（2021年３月26日までの分析によるものであり、上記の数字
については、今後変動があり得る）



（参考）電力事業のサプライチェーン全体を俯瞰した検討の必要性
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
2020年度
(～2/17)

スポット平均価格（円/kWh） 16.5 14.7 9.8 8.5 9.7 9.8 7.9* 11.8

大手電力10社、
JERA、電発

大手電力10社
需
要
家
・
消
費
者

電気料金

2019年度の電力事業全体の市場規模

14.3兆円

小売電気事業

11.9兆円（約8割）
0.70兆kWh

（19.5円/kWh）

新電力
2.4兆円（約2割）

0.13兆kWh

発電事業

発電コスト 6.8兆円
発電電力量 0.66兆kWh
(発電単価 10.3円/kWh)

IPP等
発電電力量0.22兆kWh

送配電事業（送配電事業者10社）
3.7兆円

 再エネの拡大に伴い、電力産業全体では、①FIT賦課金が増加、②発電部門は再エネのバック
アップのため火力等は燃料も含めた維持が必要、③送配電分野は設備増強が必要、④他方で、
卸電力市場価格は限界費用ゼロ電源の増加の影響が大きくなるという構造が生じている。

 電気事業は、電気を発電し、送電・配電を経て、需要家に届ける事業。今回の検証においても、
一時的な現象への対応だけでなく、再エネの主力電源化を見据え、これらに要する費用が賄われ
る持続可能な市場設計を目指していく視点が重要と考えられる。

FIT電源
買取費用総額 3.1兆円
買取電力量 0.09兆kWh
（平均単価34円/kWh）

FIT賦課金（2.4兆円）

託送料金

卸電力市場
取引規模2.3兆円
取引電力量
0.29兆kWh

（7.9円/kWh）*

自社・相対取引

取引電力量
0.54兆kWh

※発電事業における電力量には特定供給等に供されるものも含むため、小売電気事業における電力量の合計と一致しない。

第30回 電力・ガス基本政策小委
（2021年2月17日）資料8より抜粋



（参考）小売電気事業者の販売電力量（2020年11月）

電力調査統計 3-(1)表を基に資源エネルギー庁作成

 2020年11月の販売電力量は下記のとおり。今冬の市場価格高騰を踏まえ、12月以降の状況も注視していく。
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（単位：1000kWh）



（参考）発電設備を運用する電気事業者の発電電力量（2020年11月）

電力調査統計 2-(1)表を基に資源エネルギー庁作成

 2020年11月の発電電力量は下記のとおり。今冬の市場価格高騰を踏まえ、12月以降の状況も注視していく。
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（単位：1000kWh）

発電設備を所有する
電気事業者のみ掲載。


